


ＰＴＡは英語の Parent（親）- Teacher（教師）- Association（組織）の頭文字をとったもので、保護者と

教職員からなる自主的かつ対等の立場で活動する任意加入の団体です。

保護者と教職員が協力して、子供の健やかな成長を図ることを目的としてます。
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ＰＴＡ団体傷害保険
ＰＴＡ賠償責任保険

災害共済給付制度
（見舞金制度）

ちょこっと共済
(見舞金制度）

負担者 三小ＰＴＡ 教育委員会 府中市

対象 ＰＴＡ会員 児童 児童

補償の範囲
ＰＴＡ主催または共催

による活動中

学校の管理下で生じた
もので療養に要する費
用が5,000円以上

交通災害を受けた日から
１年以内の治療まで

賠償責任保険 ＰＴＡ活動に起因した偶然
な事故で他人の体に障害
を与えてしまった

ＰＴＡ活動に起因した偶然
な事故で他人の財物を損
壊した

ＰＴＡが第三者から借用し
た財物をＰＴＡ会員または
児童が損壊・紛失した

傷害保険
（見舞金）

ＰＴＡが主催または共催
する事業で会員がケガを
した

学校の管理下において
負傷・疾病・障害・死亡
したとき

交通災害で死亡・重度の
後遺障害・入院日数・治
療日数に応じて

ＰＴＡが児童の登下校に
伴う安全指導中にケガを
した

登下校中において負
傷・疾病・障害・死亡し
たとき

ＰＴＡ行事後の帰宅中
の交通事故に遭いケガ
をした

ご注意ください

東京都では令和２年４月より自転車保険の加入が義務付けられました。

自転車保険は自転車運転中の自分のケガに備える傷害保険と相手への

損害賠償に備える個人損害賠償責任保険がセットになった保険です。

過去には子供による自転車事故で約9500万円の賠償が保護者に命じられ

たケースもありますので必ず加入しましょう。
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府中第三小学校ＰＴＡ会則

第１章総則

(名称および事務局）
第１条本会は府中第三小学校ＰＴＡと称し、事務局を府中第三小校内に置く。
(会の性格)
第２条 本会は民主的団体であり、いかなる宗教や政党にも属さず、また、その活動に加わってはらない。
２ 本会は如何なる理由があっても学校の人事に関して一切干渉してはならない。
３ 本会は営利や個人の利益を追求してはならない
(目的)
第２条 本会は家庭と学校、地域社会が相互に連携し良好な教育環境の創造に努め、心身ともに健康な児童の
育成を図ることを目的とする
(活動)
第３条本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
⑴ 学校および地域社会における教育環境の整備充実に関すること
⑵ 地域における児童の安全確保および生活指導に関すること
⑶ 児童および会員の福利厚生ならびに会員の親睦に関すること
⑷ 会員および教職員の児童福祉に係る資質向上に関すること。
⑸ 学校および本会の運営ならびに活動の広報に関すること。
⑹ その他教育上必要な事項に関すること。
(会員)
第４条本会の会員になることができるのは、府中第三小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わる者（以
下「保護者」という）、および府中第三小学校に在籍する教職員（以下「教職員」という）とする。
２ 前項に掲げる者以外で本会に協力する者を賛助会員とする。

第２章役員等

(役員)
第５条 本会は会員から次の役員を置く。
ただし、会長を除いた役員は諸事情に応じて増減することができる。
⑴ 会 長 １名 (保護者)
⑵ 副会長 ２〜４名 (保護者・副校長)
⑶ 総 務 １〜２名 (保護者)
⑷ 書 記 ２名（保護者）
⑸ 会 計 ２名 (保護者)
⑹ 会計監査２名 (保護者)
２ 役員（会計監査を除く）はＰＴＡ本部に属し、次にあげる活動を行う。
⑴ 保護者及び教職員の連携協力に関すること。
⑵ 役員選考に関すること。
(職務)
第６条 役員の職務は次のとおりとする。
⑴ 会長は本会を代表し、その会務を総理する。
⑵ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
⑶ 総務は総会および役員会等の運営ならびに進行にあたる。
⑷ 書記は総会および役員会等の記録ならびにＰＴＡ会報の発行にあたる。
⑸ 会計は出納その他の会計事務にあたる。
⑹ 会計監査は会計事務を監査し、総会においてその結果を報告する。
(役員選出)
第７条 会長、副会長、会計、会計監査はＰＴＡ本部において選出し、総会で承認を得なければならない。
２ 総務及び書紀は会長がこれを委嘱するものとする。
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(任期)
第８条 役員の任期は２年とし２期まで再任を妨げないものとする。
２ 会計監査の任期は１年とする。
(役員の補充)
第９条 役員の補充はＰＴＡ本部で選出され、常任理事会の承認を得なければならない。
(顧問)
第10条 学校長を本会の顧問とし、次章に定める各機関に出席し意見を述べることができる。
(理事)
第11条 各学級から１名の理事（クラス理事）を選出する。
２ 各地区から若干名の理事（地区理事）を選出する
３ 教職員は全て理事とする。
(専門部)
第12条 本会に次の各専門部をおき、本校ＰＴＡの目的達成のための諸活動を分担する。
⑴ 学年部

学級担任及び学級、学年の交流に関すること。
⑵ 校外部

地域連携及び通学の安全確保に関すること。
⑶ 文化厚生部

児童福祉の資質向上及び会員相互の親睦を目的とした研修や学習会の企画運営に関すること。
⑷ 広報部

広報紙「せんだん」の発行及び学校行事等の記録に関すること。
２ 各専門部の部員はクラス理事をもって当てる。
３ 各専門部には部長、副部長、書記を置き、部員の互選により選出する。
(常任理事)
第13条 専門部の部長は常任理事とする
２ 常任理事、理事、会計監査は相互にこれを兼ねることができない。

第３章機関

(機関)
第14条 本会には次の機関を置く。
⑴ 総会
⑵ 常任理事会
⑶ 役員会
⑷ 部会
(総会)
第15条 総会は本会の最高議決機関で、定期総会と臨時総会からなる。
２ 定期総会は年度当初の１回とする。また、臨時総会は常任理事会において必要と認めた場合、会長がこれを
招集する。
３ 総会は、全会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
４ 総会における議決は、出席者の過半数の同意を要し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
５ 総会は書面による審議の上、書面評決にて決議することができる。
６ 総会の議長は、その都度会員から選出する。
(総会の議決事項)
第16条 総会は、次の事項を議決する
⑴ 事業計画および収支予算に関する事項。
⑵ 事業報告および収支決算に関する事項。
⑶ 役員の承認に関すること。
⑷ 会則の改正に関する事項。
⑸ その他の重要事項。
(常任理事会)
第17条常任理事会は本会の執行機関であり、役員(会計監査を除く)及び常任理事をもって構成し、各部会との連
携を図りながら事業全般を掌握し、会則に基づき事業推進のための企画、調整および提案事項の審議を行う。
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(役員会)
第18条 役員会は役員(会計監査を除く)をもって構成し、本会の事業推進のための企画、調整を行うとともに
常任理事会における議案の作成を行う。

第４章会計

(経費)
第19条 本会の運営経費は会費、寄付金、活動収益、その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第20条 会費は児童数にかかわらず会員一世帯あたり年額1,800円とする。なお、賛助会員の会費は年額
1,000円とする。
(会計)
第21条 本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
(予算)
第22条 本会の予算は年度末に予算案を編成し、年度当初に常任理事会で審議したのち総会に計り承認を
得る。
(会計監査)
第23条 本会の会計事務が適正に執行されるため、会計監査は年二回監査を行い、その結果を総会で報告
しなければならない。
(会計細則)
第24条 その他会計に関する事項については、府中第三小学校ＰＴＡ会計細則に定めるものとする。

第５章 改正

(改正)
第25条 本会の会則は、総会において過半数の賛成があれば改正することができる。

第６章 個人情報の取り扱い

(個人情報保護規程)
第26条本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については府中第三小学
校ＰＴＡ個人情報保護規程を別に定め適正に運用する。

附則
この会則は、昭和３９年４月２７日より施行する。

昭和４１年５月７日 一部改正同施行
昭和４２年５月 一部改正同施行
昭和４６年４月 一部改正同施行
昭和４８年５月 一部改正同施行
昭和５１年 一部改正同施行
昭和５３年 一部改正同施行
昭和５６年 一部改正同施行
昭和５８年 一部改正同施行
平成２年 一部改正同施行
平成８年 一部改正同施行
平成１４年 一部改正同施行
平成２７年 一部改正同施行
平成３０年 一部改正同施行
令和２年 一部改正同施行
令和３年 一部改正同施行
令和４年４月２８日 全部改正同施行
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